
平成 26 年 11 月 14 日 

物 価 統 計 室 

 

2015年基準 モデル式の検討「授業料」・「保育料」 

 

１．背景 

教育・保育関係費用については、政府・自治体が補助金等により世帯負担額を軽減・免除す

ることがある。この場合、CPI では、補助金等により支払われた部分を除いた実際の世帯負担額

の変動を指数に反映するのが原則である。 

 

（１）授業料 

近年、公立高校授業料については、2010 年 4 月に無償化、2014 年 4 月には無償化の対象

を年収 910 万円未満の世帯に限定する制度改正が実施され、価格が大幅に下落・上昇した。 

このため、「中学・高校授業料」の上位類指数へのより適切な反映を図る観点から、ウエイトの

精度を向上させる必要が生じている。 

 

（２）保育料 

幼児に係る教育・保育関係費用については、2015 年 4 月実施予定の制度改正により教育・

保育の総合的推進が図られるほか、幼児教育・保育費用の一部を無償化する検討が行われて

いる。また、家計調査収支項目分類と一部不整合が生じていることから、品目区分見直しの必

要が生じている。 
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２．考察及び見直し方針 

(１)中学・高校授業料の価格指数の変動・総合指数への影響及び見直し方針 

例として、ある品目で以下のような価格推移があった場合を考える。 

年 ～13年 14 年～15年 16 年～ 

価格（円） 100  1  100  

 

ここで、価格が下落した後に基準改定でウエイトが縮小し、その後価格が再上昇するものと

する。このとき、基準改定後のウエイトの大きさによる総合指数に対する寄与度の違いをみる。 

 

① １回目の価格変動後に基準改定で ウエイトが 1になった場合 

（価格が 1/100となったのに連動して、ウエイトも 1/100となると仮定） 

基準年：10年 

(ウエイト 100) 

 

基準年：15年 

(ウエイト 1) 

年 ～12年 13 年 14 年 15 年 16 年 

品目指数 100  100  1  

 

1 

100  

 

10000  

前年比 － 0.0  ▲99.0  0.0  9900.0  

寄与度 － 0.00 ▲ 0.99 0.00 0.99  

 

② １回目の価格変動後に基準改定で ウエイトが 2になった場合 

基準年：10年 

(ウエイト 100) 

 

基準年：15年 

(ウエイト 2) 

年 ～12年 13 年 14 年 15 年 16 年 

品目指数 100  100  1  

 

1 

100  

 

10000  

前年比 － 0.0  ▲99.0  0.0  9900.0  

寄与度 － 0.00 ▲ 0.99 0.00 1.98  

 

①の例では、価格下落時のウエイトは 100とし、価格再上昇時のウエイトは 1としている。②で

は、価格再上昇時のウエイトを 2 としている。価格再上昇時の寄与度は①では 0.99、②では

1.98 となる。ウエイトがわずか 1 異なるだけで、寄与度が 0.99 も変動することになる。 

このように、価格が大幅に下落した後、基準改定等によるウエイト変動を経て価格が再上昇

する場合、基準改定後のウエイトのわずかな違いが価格再上昇時の寄与度に大きく影響する。

このため、基準改定後のウエイト算出において非常に高い結果精度が必要となる。 

なお、CPI における授業料のウエイトは他の品目と同様、家計調査における消費支出に基づ

いているが、同調査における収支項目は「授業料等」として把握されており、授業料・入学金の

ほか修学旅行費等の関連費用も含まれている。これを CPI では授業料・入学金について CPI

の品目「授業料」に配分した後に、残りを類内に比例配分している。 

そこで、「中学・高校授業料」の上位類指数へのより適切な反映を図り、更なるウエイトの精度

向上に資するため、 

①ウエイトに、全数調査であり正確性の高い学校基本調査の生徒数を利用することで、ウエイ

2 
 



トの精度向上を図る。 

②これにより家計調査と品目レベル（私立中、公立高、私立高授業料）でウエイトの対応関係

が取れなくなるため、対応関係が維持可能なレベルまで前述３品目を統合し１品目とする。 

ただし、統合後も前述３品目の価格指数は表章する（ウエイトは表章しない）。 

 

(２)幼児に係る教育・保育関係費用の品目区分の整理 

現在、保育所の保育料額は公立・私立を問わず市町村が設定しているのに対し、幼稚園の

保育料額は設置者（私立は学校法人、公立は市町村）がそれぞれ設定している。一方、2015

年 4 月からは、子ども・子育て関連３法の施行により、市町村は幼児に対する教育・保育の両方

のサービス給付主体と位置付けられ、私立幼稚園の保育料額も市町村が設定することになる

（現行制度の適用を希望する私立幼稚園を除く）。また、教育・保育の両方の機能を併せ持つ

「認定こども園」についても制度改善が図られる。これらにより、幼児期の学校教育・保育の総合

的推進が図られる。 

さらに、この制度改正を前提に、教育再生実行会議が「３～５歳児の幼児教育について、財

源を確保しつつ、無償化を段階的に推進し、希望する全ての子供に幼児教育の機会を保障す

る体制を整える」よう提言（2014 年 7 月 3 日）している。 

また、家計調査収支項目分類では、「幼児教育費用」（教育）に３歳以上の幼稚園保育料と

保育所保育料の両方を含め、「保育費用」（その他の消費支出）に３歳未満の保育所保育料等

を含めている。家計調査で３歳以上の保育所保育料を「教育」に分類しているのは、保育所に

おいても３歳以上の子どもに対して、幼稚園教育要領との整合を図った保育所保育指針に基

づき教育を行うという運用がなされていることや、認定こども園への支出を家計簿記入に基づい

て教育と保育に分割するのが困難であることが理由である。 

これに対し、現行基準のCPIでは、「保育所保育料」（諸雑費）のウエイトに３歳以上の保育所

保育料相当分も含めた上で（ウエイトを分割統合）、「２歳児」の価格で指数を作成しており、家

計調査の収支項目分類とは不整合となっている。また、３～５歳児の無償化が行われる場合、

高校授業料無償化と同様に、ウエイト推計の精度を担保する必要がある。 

そこで、 

①CPI の品目区分を見直し家計調査との整合性を向上させる ことで、推計精度を低下させる

原因になるウエイト分割統合を避ける。 

②内部ウエイトに、全数調査であり正確性の高い学校基本調査及び社会福祉施設等調査の

児童数を利用 する。 
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３．対応案 

2015 年基準では以下のとおり対応する。 

【授業料】 

① 中学校・高校 

・３品目を１品目に統合 

・統合後のウエイトは、家計調査の「私立中学校」＋「国公立高校」＋「私立高校」の授業料

等への支出金額の合算を使用 

・内部ウエイトは、学校基本調査（文部科学省）の生徒数を使用。生徒数の変化を反映する

ため、毎年内部ウエイトを更新し、連鎖算式で合成 

現行 2015 年基準【対応案】 

CPI 家計調査  CPI 家計調査 

私立中学校授業料 私立中学校 中学・高校授業料 
(私立中学校授業料) 
(公立高校授業料) 
(私立高校授業料) 

私立中学校 

公立高校授業料 国公立高校 国公立高校 

私立高校授業料 私立高校 私立高校 

（ ）内の品目は価格指数のみ表章し、ウエイトは表章しない 

 

【保育料】 

② 幼稚園 

・幼稚園２品目と保育所の一部を１品目に統合 

・統合後のウエイトは、家計調査の「幼児教育費用」を使用 

・内部ウエイトは、学校基本調査の在園者数を使用。児童数の変化を反映するため、毎年

内部ウエイトを更新し、連鎖算式で合成 

・所得区分別価格を調査し、所得区分別世帯割合を内部ウエイトとして合成 

③ 保育所 

・「３歳以上」と「３歳未満」に分割する。「３歳以上」は「幼児教育費用」に統合 

・「３歳未満」のウエイトは、家計調査の「保育費用」を使用 

・「幼児教育費用」における「保育所保育料（３歳以上）」の内部ウエイトは、社会福祉施設

等調査（厚生労働省）の利用児童数を使用。児童数の変化を反映するため、毎年内部ウ

エイトを更新し、連鎖算式で合成 

・「３歳以上」については、所得区分別価格を調査し、所得区分別世帯割合を内部ウエイト

として合成 

現行 2015 年基準【対応案】 

CPI 家計調査  CPI 家計調査 

公立幼稚園保育料 

幼児教育費用 

幼児教育費用 
(公立幼稚園保育料) 
(私立幼稚園保育料) 
(保育所保育料(3歳以上)) 

幼児教育費用 
私立幼稚園保育料 

保育所保育料 
保育費用 保育費用 保育費用 

（ ）内の品目は価格指数のみ表章し、ウエイトは表章しない  

4 
 



   中学・高校授業料 

品 目 銘 柄 詳 細 単 位 

中学・高校授業料 授業料・入学金 学校指定 １か年（入学金は１回） 

価格選定（銘柄） 

(1) 上記銘柄の価格を選定する。 

(2) 銘柄ごとに授業料と入学金を選定する。 

(3) 入学金は，各学年の生徒が入学した当時の金額を用いる。 

価格選定（詳細） 

(4) 学校の種別により、私立中学校授業料，公立高校授業料及び私立高校授業料の３区分に分類する。 
私立中学校授業料 ・・・ 私立中学校 
公立高校授業料  ・・・ 公立高等学校，全日制，普通課程 
私立高校授業料  ・・・ 私立高等学校，全日制，普通課程 

(5) 調査市町村別に学校を所定数指定する。 

(6) 公立高校授業料及び私立高校授業料においては，就学支援金を控除した価格とし，複数の所得区分を選

定する。 

指数算出方法 

Ⅰ 調査市町村別，区分別平均価格の算出 

① 学校(j)別に学年数(A)で単純平均し，授業料及び入学金を算出する。なお，公立高校授業料及び

私立高校授業料においては，所得区分別世帯割合(s)を用いて加重平均する。 

     ＜授業料＞  

∑
∑

r
r

r
ra

rajiMY

jiMY sA

sp
p ,

,,,,,

,,,

授

授 ＝  

     ＜入学金＞  
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jiMY

∑
=

入

入

,,,,

,,,  

② 授業料と入学金を合算し，学校別の平均価格を算出する。 

入授
jiMYjiMYjiMY ppp ,,,,,,,,, +=

 ③ 学校別在籍人員(q)を用いて加重平均し，調査市町村別, 区分別の平均価格を算出する。 

∑
∑

=

j
ji

j
jijiMY
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P

,,0

,,0,,,

,,  

 

Ⅱ ④ 基準時価格で除して，調査市町村別の区分別価格指数を算出する。 

100
,0

,,
,, ×=

i

iMY
iMY p

p
I  

 

 

Ⅲ ⑤ 区分別平均価格を区分別生徒数(Q)を用いて加重平均し，前年 12 月を 100 とする調査市町村別の

品目別連環指数を算出する。 

      100
,1,12,1

,1,,
)(

, ×=
∑
∑

−−

−

i
iYiY

i
iYiMY

L
MY QP

QP
I

月

 

Y ：当年，M：当月 
0：基準時 
i ：区分 
j ：学校 
a ：学年 
r ：所得区分 
s ：所得区分別世帯割合（区分別に全国一律） 
q ：学校別在籍人員（平成 27年４月現在） 
A ：学年数 
Q ：区分別生徒数（都道府県内一律） 
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⑥ 前年 12月の指数に当年当月の連環指数を乗じて，調査市町村別の品目別価格指数を算出する。 

      
100

)(
,

12,1,

L
MY

YMY

I
II ×= − 月  

価格指数の適用 

調査市町村別 

 
 
 

   幼児教育費用 

品 目 銘 柄 詳 細 単 位 

幼児教育費用 保育料・入園料 幼稚園（保育所）指定 １か年（入園料は１回） 

価格選定（銘柄） 

(1) 上記銘柄の価格を選定する。 

(2) 銘柄ごとに保育料と入園料（幼稚園のみ）を選定する。 

(3) 入園料は，各保育年の園児が入園した当時の金額を用いる。 

価格選定（詳細） 

(4) 施設の種別により、公立幼稚園保育料，私立幼稚園保育料及び保育所保育料（３歳以上）の３区分に

分類する。 
公立幼稚園保育料・・・公立幼稚園（認定こども園（幼保連携型又は幼稚園型）を含む），２年保育 
私立幼稚園保育料・・・私立幼稚園（認定こども園（幼保連携型又は幼稚園型）を含む），３年保育 
保育所保育料（３歳以上）・・・公立保育所，３歳児，４歳児及び５歳児，１人が入所 

(5) 調査市町村別に幼稚園（保育所）を所定数指定する。 

(6) 複数の所得区分を選定する。なお，私立幼稚園のうち就園奨励費の支給対象園については，就園奨励費

を控除した価格とする。  

指数算出方法 

Ⅰ 調査市町村別，区分別平均価格の算出（幼稚園） 

①  幼稚園(j)，所得区分(r)別に保育年数(A)で単純平均し，保育料及び入園料を算出する。さらに，

所得区分別世帯割合(s)を用いて加重平均する。 

     ＜保育料＞ 

∑
∑
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② 保育料と入園料を合算し，幼稚園別の平均価格を算出する。 

入保
jiMYjiMYjiMY ppp ,,,,,,,,, +=

 ③ 幼稚園別在籍人員(q)を用いて加重平均し，調査市町村別，区分別の平均価格を算出する。 

∑
∑

=

j
ji

j
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iMY q
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P

,,0

,,0,,,
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Y ：当年，M：当月 
0：基準時 
i ：区分 
j ：幼稚園（保育所） 
a ：保育年 
r ：所得区分 
s ：所得区分別世帯割合（区分別に全国一律） 
q ：幼稚園別在籍人員（平成 27年４月現在） 
A ：保育年数 
Q ：区分別児童数（都道府県内一律） 
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Ⅱ 調査市町村別，区分別平均価格の算出（保育所） 

④ 所得区分(r)別に保育年数(A)で単純平均し，保育料を算出する。さらに，所得区分別世帯割合(s)
を用いて加重平均し，調査市町村別，区分別の平均価格を算出する。 

      

∑
∑
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Ⅲ ⑤ 基準時価格で除して，調査市町村別の区分別価格指数を算出する。 
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Ⅳ ⑥ 区分別平均価格を区分別児童数(Q)を用いて加重平均し，前年 12 月を 100 とする調査市町村別の

品目別連環指数を算出する。 
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⑦ 前年 12月の指数に当年当月の連環指数を乗じて，調査市町村別の品目別価格指数を算出する。 
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価格指数の適用 

調査市町村別 

 

 

 

   保育費用 

品 目 銘 柄 詳 細 単 位 

保育費用 保育料 保育所指定 １か年 

価格選定（銘柄） 

(1) 上記銘柄の価格を選定する。 

価格選定（詳細） 

(2) 公立保育所，２歳児，１人が入所 

(3) 調査市町村別に保育所を所定数指定する。 

(4) 所定の所得区分を選定する。 

指数算出方法 

Ⅰ ① 基準時価格で除して，調査市町村別の品目別価格指数を算出する。 

      100
0

×=
P
PI t

t  

価格指数の適用 

調査市町村別 

 

t ：比較時，0：基準時 
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